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本冊子は卒業時まで利用します。
大切に取り扱い、保管してください。
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〈2019～2025年度入学生対象〉
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大学からのお知らせは毎日確認しましょう
　大学からのお知らせは主に UNIVERSAL PASSPORT（UNIPA）で届きます。スマートフォ

ン等からアクセスし、毎日確認することを習慣づけてください。なお、お知らせは指定のメール

アドレスへ転送することもできます。

〈UNIPA のアクセス方法〉
　花園大学のホームページからアクセスできます。ID・パスワードは以下の通りです。

ID	 s
エスティー

t 00000000（st ＋学生証番号）
パスワード	 任意に設定しているもの

　�入力を複数回間違えるとアカウントがロックされます。アカウントがロックされた場合は、し

ばらく時間をおいてから再度ログインをお試しください。また、ID・パスワードを忘れた場合

は、栽松館１F の情報システムセンターに問い合わせてください。

〈主な連絡事項〉 
◦休講、補講、教室変更	 ◦説明会の情報	 ◦緊急時の連絡

◦履修や時間割の情報　　	 ◦定期試験の情報	 ◦個人の呼び出し　　　など

 

学生証は常に携帯しましょう
 
　学生証はあなたが本学の学生であることを証明するものです。次の場合は提示しなければなり

ません。

　①本学教職員の請求があったとき

　②各種証明書の交付を受けるとき

　③試験を受験するとき

　④�通学定期乗車券または学生割引乗車券を購入するとき、およびそれらを利用して乗車船し係

員の請求があったとき

　⑤図書館で本を借りるとき、およびパソコンや施設を利用するとき

 

学生証の取り扱い
　学生証は他人に貸与または譲渡することはできません。紛失・盗難・破損等がないよう取

扱に注意してください。万が一、盗難にあったり紛失したりした場合は悪用される可能性が

ありますので、警察署に届け出てください。また、直ちに学生支援課に届け出てください。

　なお、退学・除籍などで本学学生の身分を失った場合は、直ちに学生支援課に返却してく

ださい。

〈学生証の再発行手続き（有料）〉
　学生証の再発行には「紛失・盗難・学生証破損届」および「学生証再発行願」を学生支援課に

提出してください。学生証再発行願は UNIPA から申請できます。再発行には最低２日（開室日

に限る）かかります。

〈仮学生証の発行〉
　試験を受験するときは必ず学生証が必要となります。万が一、受験当日に学生証を忘れてしま

った場合は、UNIPA から申請し、所定の手続き（有料）を行った上で、学生支援課または教務

課で「仮学生証」の交付を受けてください。
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科目と単位
⑴科目の構成
　本学の教育課程では、授業科目をその内容により次の通り指定しています。この指定に沿って

履修した科目の単位を修得し、卒業要件単位を満たしていくことになります。

必 修 科 目
学科・課程であらかじめ履修が義務付けられており

必ず単位を修得しなければならない科目です。

選 択 科 目
学科・課程で指定されている科目の中から選んで履修し

一定の単位数を修得しなければならない科目です。

基 礎 教 育 科 目

必修区分と選択区分で構成された学部・学科共通科目です。

●必修区分…必ず単位を修得しなければならない科目

●選択区分…選んで履修し、一定の単位数を修得しなければならない科目

教職・随意・その他
卒業とは別に教職および資格課程において履修する必要がある科目です。

所属する教育課程以外の科目であり、卒業所要単位に含まれません。

⑵科目の開講形態
　本学の授業科目は開講形態により次の通り区分されます。

前 期
前期のみ授業が実施される科目です。

成績評価および単位認定は、前期終了後に行われます。

後 期
後期のみ授業が実施される科目です。

成績評価および単位認定は、後期終了後に行われます。

通 年
前期・後期を通して授業が実施される科目です。

成績評価および単位認定は、後期終了後に行われます（前期および後期の総合評価）。

集 中
通常の開講形態と異なり、集中講義期間または個別の期間で開講されます。

成績評価および単位認定は、前期または後期終了後に行われます。

⑶単位
　本学では単位制がとられ、授業科目の履修をそれぞれの科目に与えられた単位数によって示し

ます。単位制とは、４年間の在学期間で卒業（諸資格）に必要な所定の単位数を修得することで

卒業（資格取得）ができる制度を言います。ある授業を定められた期間受講し、試験等に合格す

ることにより、その科目の単位を修得できます。

〈単位の算出基準〉
　授業科目の単位数は次の通り大別されます。１単位の授業時間は、その授業形態により本学で

定めています。１回の授業は 90 分間ですが、これを２時間とカウントします。

通年 半期

①講義形式 ４単位 2 単位

②演習形式 2 または４単位 １または２単位

③外国語 2 単位 １単位
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⑷シラバス
　シラバスには、授業の内容や到達目標、成績評価の方法などが記載されており、このシラバス

に沿って授業が実施されます。履修科目を選ぶときはシラバスの掲載事項をよく確認して履修登

録を行ってください。シラバスは、本学のホームページおよび UNIPA より閲覧することができ

ます。

〈シラバスの掲載事項〉
主に以下のような情報が掲載されています。

● 講義概要（講義名・開講時期・曜日講時・担当者・基準単位数など）

● ディプロマ・ポリシー	 	 ● 授業の概要および授業計画表

● アクティブ・ラーニングの導入	 	 ● 授業のテーマおよび到達目標

● 成績評価方法および留意事項	 	 ● 成績評価の基準

● 準備学習の内容	 	 ● フィードバックの方法

● 教員の実務経験	 	 ● 授業で使用するテキストおよび参考文献

⑸ナンバリング
　ナンバリングとは、授業科目の難易度や分類などの体系性を明示する仕組みです。履修科目を

選ぶときに活用してください。ナンバリングは、開講科目表およびシラバスで確認することがで

きます。

〈ナンバリングの構造〉
　以下のように、すべての授業科目に９桁の数字コードを割り振ります。

〇〇 ● 〇〇〇 ●● 〇

分
野
コ
ー
ド

科
目
区
分

管
理
番
号

講
義
形
態

水
準
コ
ー
ド

1・2 桁目 3 桁目 4 ～ 6 桁目 7・8 桁目 9 桁目

◎分野コード【授業科目の開設に責任を持つ組織名（学科・課程・専攻）】	

11	 仏教学科	 12	 日本史学科	 13	 日本文学科	

21	 社会福祉学科	 22	 臨床心理学科	 23	 児童福祉学科

71	 修士　仏教学専攻	 72	 修士　日本史学専攻	 73	 修士　日本文学専攻	

77	 博士　仏教学専攻	 81	 修士　社会福祉学領域	 82	 修士　臨床心理学領域	

51	 基礎教育科目	 52	 教職・諸資格科目

◎科目区分	 	 ◎管理番号【授業科目を識別するもの】	 ◎講義形態

1	 必修	 001-999	 10	 講義

2	 選択	 	 11	 演習

	 	 	 12	 実習

◎水準コード【授業科目の難易度の目安】

1	 初級レベル科目	 初年次必修科目や基礎的な専門科目

2	 中級レベル科目	 発展的内容を扱う科目

3	 上級レベル科目	 より高度な内容を扱う科目

4	 学士課程卒業レベル科目	 学士課程最終段階水準の科目（卒業論文など）

5	 大学院レベル科目	 大学院で提供する高度な内容を扱う科目

6	 修士課程卒業レベル科目	 修士課程最終段階水準の科目（修士論文など）

7	 博士後期課程科目	 博士後期課程で提供する高度な内容を扱う科目

科目ナンバリング【112050102】の場合

1 1 2 0 5 0 1 0 2

仏教学科 選択 管理番号 講義 中級
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履修登録 

⑴履修登録にあたって
　学年の初めに、基礎教育科目あるいは所属する学科の履修基準に沿って履修計画を立て、自分

が履修すべき科目を自ら決定し、自分自身の責任において履修登録の手続きをしなければなりま

せん。所定の期日までに履修登録の手続きを怠れば、その年度における履修の権利を放棄したこ

とになります。履修登録の手引きや開講科目表、シラバス等を読んで、間違いのないよう行って

ください。

⑵履修登録～受講の流れ

履修の準備をする
入学年度対象の学修ガイドブックや履修登録の手引きをもとに、履修に関するスケ

ジュールを確認しましょう。なお、ホームページでも閲覧可能です。

履修計画を立てる
カリキュラムおよび自身の単位修得状況を確認し、今後の履修計画を立てましょう。

また、所属する学科や希望資格のガイダンスに参加しましょう。

履修登録する
履修計画をもとに、本年度の時間割を組み、UNIPA で履修登録をしましょう。

履修登録期間中であれば、何度も登録し直すことができます。

シラバスで履修する授業の内容を確認しながら、登録を進めてください。

履修を確認する 登録漏れやエラーがないか Web 履修画面を十分に確認してください。

受講する
授業で使用する教科書等が指定されている場合は準備しましょう。

初回講義が行われる曜日講時および教室を確認し、授業に出席してください。

履修を修正する
予備登録科目の受講可否等を踏まえ、履修科目を追加または取消したい場合は、所

定の期間に履修登録の修正を行ってください。

履修を取り消す
授業を受講したものの、授業の内容や難易度を踏まえ、履修科目を取消したい場合は、

所定の期間に履修登録の取消の手続きを行ってください。

⑶履修登録に関するスケジュール
　履修登録は、毎年度３月下旬～４月上旬に行います。履修登録指導やガイダンス等も順次実施

されますので、日程を必ず確認しておいてください。

詳細なスケジュールや登録方法は『履修登録の手引き』を確認すること
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⑷履修登録の手続き

①履修登録
　履修計画に基づき、毎年度、その年度に履修する科目を所定の期間内に履修登録してください。

履修登録は、UNIPA から行います。履修登録期間中であれば何度でもやり直すことができます。

履修登録の手引きおよび以下の注意事項を十分に確認しながら登録を進めてください。また、授

業の内容についてはシラバスを確認してください。

　また、開講科目表に以下の表記がある科目は履修登録にあたって特に注意が必要です。

　該当科目の一覧を『履修登録の手引き』に掲載していますので、必ず確認してください。

予 備 登 録
（抽選科目）

受講人数が制限されており、登録を許可された者のみ受講が可能です。受講を希望する場

合は、抽選期間中に UNIPA から抽選希望登録を行ってください。抽選登録期間締切後、抽

選を行い、当選者のみ履修登録が可能となります（受講許可）。なお、受講を許可された者は、
原則受講の辞退（履修登録を行わない）はできませんので注意してください。

詳細なスケジュール等は『履修登録の手引き』を確認してください。

ク ラ ス 指 定 受講人数等を調整するためあらかじめ受講するクラスが指定されています。履修登録の際

に、科目名・時間割・担当者をよく確認してください。

実 習 費 受講にあたり実習費の納入が必要です。所定の実習費を指定期間内に納入してください。

納入期間・方法については、UNIPA 等でお知らせします。

後 期 登 録 一部の科目は後期に登録を行います。該当科目の履修を希望する場合、４月の時点では、
該当科目の登録単位数分と時間割を空けて履修登録を行ってください。

集 中 講 義 原則として学年暦の集中講義期間に実施しますが、この期間外に不定期に実施する場合も

あります。集中講義の日程表を必ず確認してください。

②履修登録の修正
　履修登録期間が終了した後に履修科目を追加または取消したい場合は、所定の期間に履修登録

の修正を行ってください。履修登録の修正は、半期ごとに期間が設けられ、通常の履修登録と同

様に UNIPA で登録します。なお、この期間以降に履修科目を追加登録することはできません。

③履修登録取消制度
　履修登録した科目の授業を受講したものの、授業の内容や難易度を踏まえ、履修科目を取消し

たい場合は、所定の期間に履修登録の取消の手続きを行ってください。履修登録の取消は、半期

ごとに期間が設けられ、教務課の窓口でのみ手続きが可能です。なお、履修科目の取消のみ可能

とし、追加登録をすることはできません。また、この期間以降に履修科目を取消することはでき

ません。
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⑸履修登録に関する事項

〈基本事項〉
◦同一期間および同一曜日講時に１科目を超えて登録することはできません。

◦一度登録した科目の変更および取消は、所定の期間を除き認めません。

◦履修登録をしていない科目の受講、受験および単位修得はできません。

◦既に合格した（単位修得した）科目の再履修は原則として認めません。

◦年間登録単位数の制限を超えて登録することはできません。

◦その他に、登録の不備や間違いがあった場合、登録は無効となります。

〈注意事項〉
◦�履修登録に関する手続き期間は厳守してください。所定の期間を過ぎてからの申し出は認めら

れません。病気等やむを得ない事情により所定の期間内に手続きができない場合は、必ず事前

に教務課に申し出てください。

◦�前期だけでなく後期開講科目も含め１年間で受講する科目をすべて登録してください。前期終

了後に後期開講科目の履修を見直したい場合は、後期の履修登録修正期間に科目の追加登録お

よび取消を行うことができます。

◦�履修登録時にエラーが出る場合があります。必ずエラー内容を確認して履修を修正してくださ

い。講義エラーが出ている科目は履修登録していないものとみなされ、履修登録期間中に修正

されなかった場合は履修が取り消されますので注意してください。

◦�同一科目名で末尾にⅠ・Ⅱが付いているものは、セットで受講する必要があります（2021

年度以前入学生対象）。Ⅰ・Ⅱのどちらかのみ単位を修得している場合は、未修得の科目のみ

履修登録してください。

◦�履修登録期間終了後、受講者が５名未満の場合は休講（不開講）となる場合があります。休講

になった科目の履修者は、履修の変更等別途措置を認める場合がありますので、教務課からの

案内に従ってください。

◦�卒業年次またはその年次における履修が必須となる科目が、時間割編成上の都合で重複した場

合は教務課に相談してください。なお、時間割の重複が起こらないように１回生から計画的に

履修を進めてください。

◦�クラス指定の変更は原則として認めません。ただし、指定されたクラスと必修科目の曜日講時

が重複する等、特別な事情がある場合は教務課に相談してください。

◦ �Web 履修画面において「教職・随意・その他」の表記がある科目は所属する教育課程以外の

科目であり、卒業所要単位数に含まれません。誤って登録しないよう注意してください。

⑹年間登録単位数の制限（CAP制）
　１年間に履修登録できる単位数には制限が設けられており、合計 48 単位となっています。こ

の制限は成績優秀者を除き、卒業年次であっても緩和されることはありません。履修登録期間終

了後、履修登録している合計単位数が制限を超過してしまった場合は、超過分の単位数が取り消

されますので注意してください。なお、以下の科目は登録単位数の制限に含みません。

卒業論文、卒業制作、卒業研究、単位互換科目Ⅰ～Ⅲ、職業体験プログラム、インターンシップ

〈制限単位数の緩和〉
　前年度の年間 GPA が 2.8 以上の成績優秀者に限り、当年度の登録単位数の上限を 60 単位に

緩和します。なお、緩和にあたって申請等は不要です。
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授業 

⑴授業時間
　本学における授業時間は１回 90 分として、以下の通り実施します。

１講時 ２講時 ３講時 ４講時 ５講時 ６講時 ７講時

9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50 18：00～19：30 19：40～21：10

⑵出席
　本学の授業では、履修登録している科目の時間割および教室を自身で確認し、出席することと

なります。また、出席は科目を履修する上での前提事項であり、出席していれば単位を修得でき

る訳ではありません。授業内および授業外での学習に自主的に取り組み、学修を深めていくこと

が求められます。

〈出席管理について〉
　本学では UNIPA による出席管理を導入しています。授業の開始時に担当教員より通知される出

席確認キーを UNIPA に入力し、当該科目への出席状況を登録します。なお、授業によっては別の

出席方法を導入している場合もありますので、担当教員の指示に従ってください。出席状況は保

証人も UNIPA から確認することができます。

欠席の取扱について

　以下項目の場合など、やむを得ず授業を欠席する場合は、教務課窓口備え付けの『授業欠席届』

を使用し、加えて証明できる書類を添付し、自分の意志でその理由について授業の担当教員に報

告し、指導を受けてください。欠席の取扱については担当教員の判断によります。

　なお、これらは公欠ではありません。科目によってはわずかな欠席でも単位が認定されない場

合がありますので十分留意してください。

１.　疾病の場合（診断書添付・コピー可）

２.　一親等（父・母・子）および二親等（祖父母・兄弟姉妹・孫）死亡の場合

３.　不慮の事故または災害による場合

４.　交通機関のストライキまたは延着の場合

⑶休講
　次の場合は、臨時の全学休講および特定の科目について休講とすることがあります。

◦講義担当者に疾病・公務等のやむを得ない事情が生じた場合

◦大学の行事

◦大学当局の認めた学生主催の行事

◦その他大学の定める臨時措置等

これらの休講については UNIPA で連絡します。休講連絡がないまま、講義の開始時刻から 30

分を経過しても担当教員が出講しない場合は、教務課に連絡し、指示を受けてください。

⑷補講
　上記理由等により授業が休講となった科目については、補講を実施します。補講は、土曜日お

よび日曜日、祝日に実施しますが、例外的にこの期間外に実施する場合もあります。これらの補

講については UNIPA でお知らせします。
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⑸オフィスアワー
　オフィスアワーとは、授業内容や学生生活について教員に質問や相談ができる制度です。詳し

い連絡先および連絡方法は UNIPA から確認してください。なお、研究室等へ訪問する場合は、

必ず事前に連絡の上、訪ねるようにしてください。

⑹緊急時の授業の取扱
　緊急時の授業に関する取扱は以下によります。UNIPA のお知らせにも注意してください。

緊急時の授業の取扱内規
令和 4 年 4 月 1 日改正　

交通機関が不通となった場合や、特別警報もしくは暴風警報が発令された場合の授業の取り扱い

は、次の基準によります。

１．交通機関が不通となった場合、または特別警報もしくは暴風警報が発令された場合。

〈交通機関が不通の場合〉

（１）�JR（大阪～草津間）、阪急（京都河原町～大阪梅田間）、京阪（出町柳～淀屋橋間）、近鉄（京

都～大和西大寺間）の内３社以上の交通機関が全面的又は部分的に運行中止のとき。

（２）京都市営バス及び京都市営地下鉄が全面運行中止のとき。

〈特別警報または暴風警報の対象となる地域〉

京都府南部。

　　（注）京都府南部については、「南丹・京丹波」「京都・亀岡」「山城中部」及び「山城南部」

の４区域に細分される場合がある。この場合、いずれの地域も対象とする。

〈授業の取扱〉

（１）午前 7 時までに解除された時は、平常通り授業を行う

（２）午前 10 時までに解除された時は、第３講時より授業を行う

（３）午前 12 時までに解除された時は、第４講時より授業を行う

（４）午後２時までに解除された時は、第５講時より授業を行う

（５）午後２時を過ぎても解除されない時は、終日休講とする。

２．定期試験、集中講義、補講についても、原則として前記１項を準用する。

３．緊急事態の状況によっては、前記の規定にかかわらず、別途の措置を講ずる場合がある。
（注）緊急事態とは地震等による災害等を想定しています。

（注）�授業時間帯（在学中）に特別警報または暴風警報が発令された場合は、個別状況により

休講等を決定します。

（注）特別警報は全ての天候現象により発令される種類を含む。

４．�上記交通機関又は地域以外で、不通、特別警報・暴風警報の影響を受けた学生は、教務課に
その事情を申し出ること。
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試験 

⑴試験の種類
　試験には、筆記試験のほかに、レポート、口述試験、実技テストなどを実施する場合がありま

す。履修している科目にて実施される試験を十分に確認の上、受験してください。なお、履修登

録をしていない科目の試験を受けることはできません。

●定期試験
　定期試験は、前期末および後期末に行います。試験の時間割は、試験開始の１週間前までに

UNIPA で発表します。試験時間は原則 60 分とし、以下の通りです。

１講時 ２講時 ３講時 ４講時 ５講時 ６講時 ７講時

9：00～10：00 10：40～11：40 13：00～14：00 14：40～15：40 16：20～17：20 18：00～19：00 19：40～20：40

　なお、筆記試験に代わるレポート試験については、前期（７月上旬）および後期（12 月下旬）

に UNIPA で課題一覧を発表します。

●臨時試験
　定期試験のほかに、担当者が臨時に試験を実施することがあります。

●追試験
　病気などにより定期試験を欠席した者は、当該科目試験終了後、所定の期日までに所定の手続

きを行い、欠試の理由が正当と認められた場合のみ、追試験を受験することができます。

〈追試験の手続き・欠試届の提出〉
　以下の事由により定期試験を欠席した者は、所定の期日までに①欠試届（所定用紙）および②
診断書または証明書等（欠席した当日に受験できなかったことが分かる日付の記載があるもの）
を教務課窓口に提出してください。提出期日および提出方法は UNIPA 等でお知らせします。

①欠試届 教務課で所定の用紙を受け取り、記入すること

②事由および

　証明書類

欠席した当日に受験できなかったことが分かる日付の記載があるもの
（ア）疾病の場合��������������������������〈医師の診断書〉
（イ）�一親等（父・母・子）および二親等（祖父母・兄弟姉妹・孫）死亡の場合（一親等

7 日以内、二親等 5 日以内）���������������� 〈会葬礼状等証明書〉
（ウ）就職試験の場合�������������������������〈受験証明書〉
（エ）不慮の事故または災害による場合�����������〈事故証明書・被災証明書〉
（オ）交通機関のストライキまたは延着の場合��������������〈延着証明書〉
（カ）�その他正当と認められる理由がある場合��������〈理由を詳しく記した書類〉
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⑵試験の心得
　試験は、定期試験、臨時試験、追試験いずれを問わず厳正に実施します。各自受験前に注意事

項およびホームページに掲載している「花園大学試験規程」をよく確認しておいてください。

〈筆記試験の注意事項〉
◦�試験中は学生証を携行し、受験時には机上に学生証を提示すること。
◦�学生証を忘れた場合は、所定の手続きを行い、「仮学生証」の交付を受けてください。

◦�試験開始後 30 分を経過した後は試験会場への入室を認めません。

◦�試験開始後 30 分が経過した後は試験会場からの途中退室を認めます。ただし、再入場は認め

ません。

◦�持ち込み許可物については各科目の指示に従ってください。ただし、持ち込み条件が「すべて可」

となっていても、PC および通信機能付き機器、電子辞書は特別な許可がなければ持ち込み不

可です。

◦�個別事情により特別な配慮が必要な場合、本人の申出によって試験時間を延長する場合があり

ます。教務課で事前に相談してください。

◦�次の行為を不正行為とする。
１.　代人が受験すること。

２.　�持ち込みが許可されていないノート、テキスト、参考書や携帯電話、パソコン、電子辞書、

その他情報通信機器等を使用すること。

３.　あらかじめ机に書き込んだり、またはカンニングペーパー等を用意すること。

４.　他人の答案をのぞき見て写しとったり、写させたりすること。

５.　その他上記に類する行為をすること。

〈レポート試験の注意事項〉
◦�レポートは必ず指定された形式、方法、期日、場所をもって提出してください。

◦�学生証番号、氏名等の記入がない場合は評価の対象となりません。

◦�他人のレポートやネット上の情報等を不適切な方法で利用すること（剽
ひょうせつ

窃・盗用行為）は不正
行為にあたります。
◦�生成 AI に解答を出力させることは、学修の妨げになるだけでなく、剽窃・盗用行為に該当す

る場合もあり得ることから、禁止します（教員の指示によって使用する場合を除く）。
◦�本学指定のレポート表紙は UNIPA の指定リンクよりダウンロードし、プリントアウトしてく

ださい。

受験中の不正行為（カンニング等）があった場合、その試験期間中の筆記試験科目すべてにおいて
単位認定をしないなど厳正に対処されますので、十分留意して試験に臨んでください。
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成績

⑴成績評価
　本学における成績評価は以下の通り行われます。

〈成績評価基準〉
　成績は 100 点を満点とし、60 点以上を合格とします。

合格／不合格
成績評価

評定 点数

合格

S 100 点～ 90 点

A 89 点～ 80 点

B 79 点～ 70 点

C 69 点～ 60 点

N 認定

不合格
D 59 点～ 0 点

K 評価不能

〈GPA制度〉
　本学では、講義に対する学生の学習意欲を高め、責任ある履修登録の促進を図り、適切な履修

指導を行うため、全学生を対象に GPA 制度を導入しています。GPA とは、上記の成績評価基

準に基づいて評価する GPA 対象授業科目のうち、あなたが履修登録した科目についてそれぞれ

の単位数に *GP（Grade Point）をかけ、その合計ポイントをそれぞれの単位数の総和で割っ

て計算した１単位あたりの GP 平均値（Average）を指します。

*GP…S ＝４ポイント、A ＝３ポイント、B ＝２ポイント、C ＝１ポイント、D または K ＝０ポイント

	 	 	 	 	 	 	 	 　

ただし、以下の科目および成績評価は GPA 計算式に含みません。

１．他大学で単位修得し、本学が認定した科目（N 評価科目）

２．所属する教育課程以外の科目（教職・随意・その他）

３．再履修をして合格した科目における過去の「不可」の成績

	

（算出例）

科目名 単位数
成績評価

（単位数× GP）の和
評定 GP

○○○概論 ２単位 S ＝ ４ポイント ２×４＝８

△△△講読 １単位 K ＝ ０ポイント １×０＝０

◇◇◇研究 ２単位 A ＝ ３ポイント ２×３＝６

教育実習 ３単位 A （GPA 非加算科目） （GPA 非加算科目）

	 よって、GPA = 14 ポイント÷５単位 = 2.8 となります

〈GPAの利用および公開〉
　GPA は、高等学校の全体の学習成績の状況のように、学業結果を総合的に判断する指標として

役立ち、従来の修得単位数という量的な判断に加えて、質的な観点からの判断の材料になります。

履修指導のほか、成績優秀者、留学や奨学金受給者などの判定の基礎資料として使われる場合が

あります。GPA は、UNIPA の成績照会から確認することができます。

合格した（単位を修得した）科目は

再度履修して新たに成績評価を受け

ることはできません。

不合格となった科目は次年度以降に

再度履修できます。

5 単位 14 ポイント

（単位数× GP）の和
GPA= ─────────

 科目の単位数の総和
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⑵成績の公開
　成績の公開時期は以下の通りです。詳細な日程等については「履修登録の手引き」を確認して

ください。なお、成績は UNIPA から確認することができます。成績通知書の交付を受けたい場

合は、学生証を持参し、教務課窓口で申し出てください。

〈成績の公開時期〉
前期成績 後期・通年成績

公開時期 9 月中旬
４回生以上および院２回生以上・・・2 月下旬

３回生以下および院１回生・・・・・3 月中旬

保証人も UNIPA から成績を確認することができます。

⑶修得単位数の目安
　卒業にかかる修得単位数の目安は以下の通りです。あくまで標準単位数となります。

回生
登録制限単位数	

（１年間で登録できる単位数）

修得単位数の目安

標準修得単位数 標準累計単位数

１回生 48 36 －

２回生 48 36 72

３回生 48 32 104

４回生 48* 20 124

*�４回生次必修の「卒業論文（8 単位）」は、登録制限単位数に含まないため、4 回生次には卒業論文

8 単位を含め、56 単位登録できることになります（児童福祉学科を除く）。

そのため３回生修了時点で 68 単位以上修得していなければ、登録制限単位数内で卒業に必要な
124 単位を満たさなくなるため、4 年で卒業できないことになります。なお、児童福祉学科は

２回生修了時点で 62 単位以上修得していなければ、4 年で卒業できません。

給付奨学金についても、上記標準単位数を下回ると警告・停止または廃止となりますので
十分留意して計画的に単位修得してください。

⑷成績疑義申し立て
　成績疑義とは、履修科目の受講状況が良好であり、かつ課題等を全て提出したにもかかわらず、

１．現在の成績評価をシラバスに示された成績評価基準に照会して疑義がある場合

２．採点に誤りもしくは不備があると思われる場合

に申し立てができる制度です。ただし、申し出た内容に虚偽等があった場合、申し立てを打ち切

ります。また、成績評価の変更や再試験を嘆願する制度ではありませんので注意してください。

申し立てを行う場合は、教務課窓口で「疑義申し立て書」を受け取り、記入の上、所定の期間内

に窓口へ提出してください。

⑸成績不良
　成績について、正当な理由なく GPA または単位の修得状況が良好でない場合は、本人および

保証人に勧告を行う場合があります。
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卒業・卒業論文 
⑴卒業要件
　大学を卒業するためには、４年の卒業年限を満たし、各学科の定める卒業に必要な科目および

単位数を満たさなければなりません。卒業所要単位数の内訳は、各学科のページで確認してくだ

さい。

⑵学位
　本学を卒業した者には学士の学位が授与されます。

⑶卒業時期
　卒業の時期は、3 月（前期卒業の場合は 9 月）です。卒業判定結果については、3 月上旬（前

期卒業の場合は 9 月中旬）に発表されます。

⑷前期卒業
　前期卒業は、次のいずれかの方法により認められます。当年度の前期卒業を希望する場合は、
事前に「前期卒業申請書」を教務課に提出する必要があります。

１．�卒業論文または卒業制作を提出し、かつ審査に合格したものの、ほかの卒業所要科目の中

に欠点科目があった場合、その未修得分の単位を本年度の前期ですべて修得すれば、前

期卒業となります。

２．�卒業所要単位のうち、卒業論文または卒業制作のみが未修得だった場合、本年度の所定

の期日までに題目を提出し、定められた期日に卒業論文または卒業制作を提出して審査

に合格すれば、前期卒業となります。

３．�卒業所要単位のうち、前期科目および卒業論文または卒業制作のみが未修得だった場合、

本年度に当該単位（前期科目）を修得し、かつ所定の期日までに題目を提出し、定めら

れた期日に卒業論文または卒業制作を提出して審査に合格すれば、前期卒業となります。

⑸卒業論文
　卒業論文、卒業制作、卒業研究は、在学中における修学および研究の成果を各自が選んだ題目の

もとに誠意をもって論述、発表するものです。提出予定者は、指導教員の指導を十分に受けてくだ

さい。

卒業論文が提出できるのは、４回生以上の、当年度卒業が見込まれる者（休学中は除く）です。
題目提出時に卒業が見込まれていても、前期の単位修得状況により当年度の卒業が見込まれなくな
った場合は、卒業論文を提出することができません。

〈単位の認定について〉
◦�卒業論文を合格したものの、基礎教育科目または学科科目で不合格科目があり、卒業不可とな

った場合であっても、卒業論文の単位が無効となることはありません。

◦�前年度に卒業論文を不合格になった学生については、当年度に前期卒業が見込まれる場合、所

定の期日に題目ならびに論文を提出し口述試問を受け、合格すると 9 月末をもって前期卒業

となります。
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〈卒業論文に関する日程〉（注）修士論文については大学院の頁に記載

卒業論文に関する日程は、以下の通りです。

題目提出
⬇

７月上旬（学科が設定した期日までに提出）

題目変更
⬇

12月上旬（学科が設定した期日までに提出）

卒論提出
⬇

１月上旬　*前期卒業予定者は下記に記載　

口述試問 ２月初旬　*前期卒業予定者は下記に記載

＊�前期卒業予定者（５回生以上）の卒論提出期間は、８月中旬です。

　また、口述試問は９月初旬です。

１．卒業論文題目提出について
◆題目提出
４回生以上で卒業を予定している学生は、卒業論文題目を所定の期日までに指導教員へ提出して

ください。本題目を提出しないと、卒業論文を提出することができません。

なお、題目を提出できるのは、提出時点の履修登録状況により当年度卒業が見込まれる者のみです。

（注１）　�前期卒業予定者も必ず提出してください。

（注２）　�卒業論文の副題は記入しないでください。

◆題目変更
題目提出後、題目に変更が生じた場合は、所定の期日までに指導教員へ申し出てください。

２．卒業論文提出について
◆卒業論文提出

卒業論文の提出先および提出部数は学科によって異なります。提出する学生は、所定の期日まで

に提出してください。詳細は UNIPA 等で連絡します。

一度受理された卒業論文の差し替えおよび再提出は、一切できません。
また、提出締切後は一切受理できませんので、十分に注意してください。

３．口述試問について
◆口述試問（卒論審査）
口述試問の日程は、UNIPA 等で連絡します。詳細については指導教員に確認してください。
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留学生 
⑴留学生必修科目
●総合日本語、日本事情
　「総合日本語」（2022 年度以降）、「日本事情」（2021 年度以前）は留学生必修科目です。こ

の科目の単位は基礎教育科目選択区分の単位です。

●外国語科目
　「日本語Ⅰ—Ⅰ」～「日本語Ⅳ—Ⅱ」（2022 年度以降）、「日本語（一）Ⅰ」～「日本語（二）Ⅱ」

（2021 年度以前）は留学生必修科目です。

　「日本語Ⅰ—Ⅰ」「日本語Ⅰ—Ⅱ」（2022 年度以降）、「日本語（一）Ⅰ」（2021 年度以前）

の単位は基礎教育科目必修区分の基礎英語２単位に充当します。「日本語Ⅱ—Ⅰ」～「日本語Ⅳ

—Ⅱ」（2022 年度以降）、「日本語（一）Ⅱ」「日本語（二）Ⅰ」「日本語（二）Ⅱ」（2021 年

度以前）の単位は基礎教育科目選択区分の単位です。

　なお、基礎教育科目のうち、外国語科目群の母国語にあたる科目の履修は認めません。

　

〈2022年度以降入学生〉
科目名 単位 履修年次 科目区分

日本語Ⅰ─Ⅰ １

１回生次に履修すること

基礎教育科目必修区分

基礎英語に充当日本語Ⅰ─Ⅱ １

日本語Ⅱ─Ⅰ １

基礎教育科目選択区分

に充当

日本語Ⅱ─Ⅱ １

日本語Ⅲ─Ⅰ １

２回生次に履修すること
日本語Ⅲ─Ⅱ １

日本語Ⅳ─Ⅰ １

日本語Ⅳ─Ⅱ １

総合日本語Ⅰ ２
１回生次から履修可能

総合日本語Ⅱ ２

〈2021年度以前入学生〉
科目名 単位 履修年次 科目区分

日本語（一）Ⅰ ２
１回生次に履修すること

基礎教育科目必修区分	

基礎英語に充当

日本語（一）Ⅱ ２

基礎教育科目選択区分

に充当

日本語（二）Ⅰ ２
２回生次に履修すること

日本語（二）Ⅱ ２

日本事情Ⅰ─Ⅰ ２
１回生次から履修可能

日本事情Ⅰ─Ⅱ ２
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編入生 
⑴編入単位の認定
　編入生については、出身大学などで修得した科目について、編入時に本学の基準により編入単

位の認定を行います。認定を受けた科目ないし単位は、修得済みとして扱います。残りの卒業所

要単位を修得し、所定の修業年限を満たすことによって卒業することができます。

⑵編入学年
　編入学年は、大学卒、短大卒を問わず３回生編入となります。したがって、修業年限だけに限

っていえば、残りの２年間在学すれば、卒業要件を満たしています。ただし、短大卒や領域が異

なる場合などは、認定単位数が少ないため、２年間では卒業所要単位の修得が難しい場合があり

ます。

⑶履修すべき科目
　編入生が履修すべき科目は、原則として入学年度の３回生に適用されているものとなります。

　学科の必修科目および演習（ゼミ）の登録については、各学科教員の指示に従ってください。

社会人入学生 

　社会人入試で入学した方には以下の特例があります。適用を受けたい場合は、入学後の履修登

録前に教務課に申し込んでください。ただし、当該科目の履修を開始した後、あるいは単位修得

後の申し込みは受付できませんので、注意してください。

以下の基礎教育科目必修区分の科目については、基礎教育科目選択区分の任意に履修する

科目の単位でもって充当することができます。ただし、教員免許状取得予定の方において

は基礎英語（２単位）を必ず履修してください。

基礎英語（２単位）

学びのナビゲーション：大学入門（２単位）

学びのナビゲーション：進路を考える（２単位）

過年度に休学をした場合の履修 

　学則第 36 条の定めにより、休学期間は在学年限に参入されません。本学は進級制をとってい

ないため休学期間も含めて回生は自動的にアップしていきます。履修については当該回生（入学

年度適用）の開講科目表を適用しますが、履修年次は実回生によります（例えば、１回生次に休

学し、翌年度復学した場合は、各科目について１回生および１回生から受講できる履修条件の科

目を履修登録することになります）。理由は本学のカリキュラムが段階制度を設けていることによ

ります。


